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午前１０時００分開会 

小林委員長 

 おはようございます。 

 教育委員会第 14 回定例会を開会いたします。 

 本日の委員の出席状況は全員出席です。 

 本日の会議録署名委員は、高木委員にお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりです。 

 それでは日程に入ります。 

＜報告事項＞ 

＜委員長、委員、教育長報告＞ 

小林委員長 

 まず、委員長、委員、教育長報告です。 

 私から、５月２日の第 13 回定例会以降の主な委員の活動について、一括して報告をいた

します。 

 ５月７日水曜日、平成 26 年度中野区立中学校教育研究会定期総会が行われました。大島

委員が出席されております。 

 私からの一括報告は以上です。 

 各委員から補足、質問等、ご発言がありましたらお願いをいたします。 

 では、渡邉委員。 

渡邉委員 

 私からは特にありません。 

小林委員長 

 大島委員、いかがですか。 

大島委員 

 今、委員長からご報告いただきました、５月７日の中野区立中学校教育研究会定期総会

に出席しましたので、簡単にご報告いたします。 

 この中学校の教育研究会というのは、中学校教員が任意に入るものですけれども、伺い

ましたところ、実際はかなり多くの先生が入っていらっしゃるということなのですが、各

教科とか専門分野の部会に分かれまして、それぞれ先生たちが効果的な授業をするための

改善とか工夫とか指導力の向上のための研究などを行っていただいているという団体でご
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ざいます。 

 私が出席したのは総会ということなので、事業報告ですとか会計報告というような、研

究会としての会務についての総会でございました。具体的な研究活動ではなかったのです

けれども、教育委員会を代表して、この教育研究会の成果に大変期待しているのでぜひ研

究のほうをよろしくお願いしますというようなお願いをしてまいりました。 

 中野中学校の新しい校舎の体育館で行われたのですけれども、私も皆さんと一緒に以前、

まだ全部でき上がっていない段階の校舎は視察したのですけれども、完成して、それから

校庭も工事が完了した後の状況としては初めて伺ったので、すごく立派な校舎ができたの

で、大変すばらしいなと思って見てまいりました。 

 体育館も校舎の中に入る形になっているのですけれども、空調も整っているし、すばら

しい体育館なのですが、ちょっと初めに挨拶で、余計なことだと思ったのですけれども、

このすばらしい体育館ができましたけれども、ほかの学校についても中野区としては教育

環境整備をしていくと。計画的にしていくというつもりですので、ほかの学校の先生もも

う少しお待ちくださいというようなことで、ちょっとつい一言、言ってしまいました。 

 中野中学校につきましては、先般、高木委員のほうからもお話があったのですけれども、

掲示するところが少ないというお話がありまして、確かにそうだなと。教室の中はガラス

が多く採用されているので明るいのですけれども、やはり掲示する場所が少なくなってし

まって、廊下にまとめてやるというような形になっているようです。 

 あと、校長先生から言われたのは、ホワイトボードが、プロジェクターとしても使うと

いうホワイトボードなのですが、ペンで書いてから消したときに、完全に消えないのだそ

うなのです。なので、私も具体的には見ていないのですけれども、その辺がちょっと問題

だなと。汚くなったりして、残ったままだと、プロジェクターとしての映像もどうなのか

な、きれいに映るのかなと、ちょっと疑問に思ったりしまして、そのことを指摘されまし

た。 

 あと、生徒たちは、ロの字型の校舎になっているものですから、結構中を駆け回ってい

るとかいう話で、隠れる場所もたくさんあるらしいのですけれども、さすがに中学生なの

で、かくれんぼとかはしていないみたいですが、駆け回っているということで、駆け回り

たくなるような気持ちはすごくよくわかります。 

 校庭があまり広くないということで、運動会のとき保護者の方の席をどうしようかなと、

ちょっと悩んでいらしたということです。 
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 それと、校庭がかたいのだそうで、コンクリートの上に人工芝を張ったという構造らし

いので、ちょっとけがが心配だということを言っていらして、その辺は多分、専門の方が

考えた上でやったのであって、問題ないのだと思うのですけれども、どうなのだろうか、

もう少しやわらかい素材なども入れたほうがいいのかどうか。ちょっとその辺が気になり

ました。 

 あと、校庭の向こう側に道路があって、そして防災公園があるのですが、防災公園のほ

うまで中学校で、常にとはいわないまでも、ときどきといいますか、必要なときに何か使

えるようだったらすばらしいのになと、ちょっと思ったりしました。 

 以上です。 

小林委員長 

 ありがとうございます。 

 高木委員。 

高木委員 

 私は５月５日、子どもの日に、ちょっと趣味なのですけれども、ラジオ体操の講習会に

行ってまいりました。もともと初任者研修で、教育委員の仕事で行ったときに、朝、ラジ

オ体操をやって、一緒にさせていただいて、自分が子どものころやっていたラジオ体操が

いかに間違っていたのかということを認識させられまして、2010 年に自分が睡眠時無呼吸

症という病気になったときに、朝のラジオ体操を日課にして、毎朝、今、６時 25 分からＮ

ＨＫのテレビ体操を見ながら、みんなの体操とラジオ体操をやっております。 

 今回、指導者講習会ということで、ラジオ体操指導員の公認講習があるということで、

墨田区の総合体育館に行ってまいりました。 

 前日になって、要項に、上履きシューズ底仕様とあるのに気がつきまして、私、体育館

履きは持っていたのですが、それを持っていないので、実は近所の学校用具屋さんに行き

まして、たまたま足に合ったのが、今話題になった中野中学校の上履きというのが 27 セン

チを 2,200 円ぐらいで買って、行ってまいりました。 

 当日、ラジオ体操の講師の多胡先生と、アシスタントの天井澤さんという２人の方と、

東京都のラジオ体操連盟、墨田区の主催ということで２時間半ですかね。運動の目的です

とか効果、指導法、指導のポイント。あと、基本的に指導員の養成なので、逆さまにやる

体操の練習というか。既にラジオ体操の指導員として活躍されている方が仕上げの講習と

いう形では皆さんできていて、私も実は２年前からいつ受けようか、いつ受けようかと準
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備をしていたので、そこそこついていくことができました。 

 秋に今度また、公認指導師という資格があって、今度は試験があるのですね。２級ラジ

オ体操指導師の資格、これはペーパー試験もあるのですけれども、これを目指して頑張り

たいなと個人的には思っております。 

 行った場所が墨田区の総合体育館というところなのですが、非常にすばらしい体育館で、

もともとは 1967 年に錦糸町公園の中に墨田区体育館としてあったそうなのですが、老朽化

が進んだため、建てかえで、2010 年にＰＦＩ、民間の資金を導入する形で、まだできて４

年ぐらいですね。 

 錦糸町公園の中にも、少年野球場ですとかテニスコートとかがあって、建物も５階建て。

５階が屋上、アーチェリー、フットサル対応。４階が観客席、３階がメーンアリーナ、サ

ブアリーナが、講習会はメーンアリーナだけだったのですけれども、これ、可動式の扉を

移動させると、3,078 平米の大きなアリーナができます。中野体育館のメーンアリーナが

1,400 平米ですので、もう２倍以上ですね。メーンアリーナだけだと、中野体育館の 1.5

倍ぐらいの感じなので、それほど実は広く感じなかったのですが、取り払うとかなり広い。 

 １階がプール。あと２階は受付と武道場、トレーニングルームとかで、区民、近隣の方

が気軽に大分使っているような形で、スポーツジムみたいな機能を持っていて、非常に区

民の方の体育の向上に寄与しているなと。 

 錦糸町の駅から歩いて３分か４分ぐらいなのですね。中野体育館も悪くはないのですけ

れども、ちょっと老朽化が進んでいるのと、あと、私どもの学校で、私の担当授業で、ボ

ランティアの授業で、障害のある方の運動会のお手伝いとかをするのですが、学生が中野

駅から行くときに結構、５人に１人は迷ってしまうのですよ。近いのですけれども、目標

物がないので。 

 多分、先々は建てかえだと思うので、別にすごく豪華な施設をつくるということはない。

お金が、維持費もかかりますので、それを望んでいるわけではないのですが、今も頑張っ

ていると思うのですけれども、先々、建てかえのときにはより区民の方の体育の向上に寄

与するように、あるいはできれば区民だけではなくて、何か体育のイベントができるよう

な施設になったらいいななんて思った次第でございます。 

 私からは以上です。 

小林委員長 

 ありがとうございます。 
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 田辺教育長。 

田辺教育長 

 特にございません。 

小林委員長 

 今の報告にかかわって、大島委員から詳細なる報告がございましたが、中学校の教育研

究会ですが、私、今回は出席できませんでしたが、年度末の発表会に出向きました。その

とき、大変現場では忙しい中、特に運営に携わる先生方が一生懸命やっていたということ

は非常に印象的でした。 

 非常に公務多忙の中で、こういう外部で研究会を行っていくことに対して、どうかとい

う声もありますが、今はやはり学校の規模が小さくなっているということで、特に中学校

は同じ教科が１人しかいないというようなことで、校内で学び合う、研修し合うという場

が非常にそがれている実態からすると、こうした研究会の組織というのはこれからますま

す重要になるのかなと思っております。そういう点で、さらなる発展を、いろいろ事務局、

教育委員会としてもサポートしていく必要があるのかなと思いました。 

 それから今、高木委員からラジオ体操の話が出たわけですけれども、ラジオ体操につい

ては、いわゆる運動生理学というのでしょうか、そういった面でも非常に理にかなった体

操であるというふうに最近見直されていると思います。 

 私、個人的には、非常に規律のある生活を進めていくためにラジオ体操は非常に重要だ

と思うのですが、最近特に小学校を中心に、ストレッチだとかそういうもの、これも大事

なのだと思うのですが、あまりラジオ体操をやらなくなってきている傾向があると思うの

ですね。 

 これはいろいろ教育の指導のあり方だとか、あまりこうしましょうということをなかな

か言いにくい部分もありますが、大事な一つの、いい意味での伝統的な指導のあり方だと

思いますので、また今後、各学校にはいろいろな点で、私個人的には実践していくことを

働きかけていきたいなと思っている次第です。 

 それでは、ほかにご発言よろしいでしょうか。 

 大島委員。 

大島委員 

 高木委員のラジオ体操の話で、そんなに体操のほうで頑張っていらっしゃると初めて知っ

てすばらしいなと思ったのです。この日に行われた講習では、ラジオ体操というのは１と
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２があると、私、思っていたのですけれども、ラジオ体操というのは第１と第２というこ

とでよろしいのでしょうか。ちょっと伺いたいと。 

高木委員 

 ラジオ体操につきましては、大島委員ご指摘のとおり、ラジオ体操第１と第２と、あと

ＮＨＫでやっていますみんなの体操というのがございます。ラジオ体操１が一番オーソドッ

クスで皆さんできる。２になると、ちょっとうろ覚えになってきて、運動量もちょっと多

い。みんなの体操というのはもうちょっとゆっくりとしたリズムで、ご高齢の方やちょっ

と体が不自由になった方もできるような、この３種類を教えられるような講習会というこ

とです。 

 午前中は、普及講習ということで初心者向け、午後が指導者講習。秋になりますと、午

前中が指導者講習兼リピート講習で、午後が試験という形になるそうです。東京以外でも

関東、東北、北海道と、全国６ブロックぐらいで、ブロックごとにやるという形になりま

す。 

 ちょっと言い忘れましたが、指導者講習ということもあるのですが、皆さんご高齢の方

が多くて、ぱっと見渡すと私が一番若いというと言い過ぎですけれども、私、50 なのです

が、40 代、50 代の方はほとんどいらっしゃらなくて、60 代、70 代の方が多いですね。 

 やはり近隣の方に聞きますと、ご高齢、私の母も誘われたのですが、ご高齢の方が朝、

つどつど集まってきて、各公園でラジオ体操を毎朝やるという形ですね。 

 逆に、夏のラジオ体操になりますと、今のお子さんは皆さん、塾がありますので、なか

なかどこの子ども会も子どもを集めるのにすごく苦労していると聞いております。 

小林委員長 

 ほかによろしいでしょうか。それではご発言ないようですので、事務局報告に移りたい

と思います。 

＜事務局報告＞ 

小林委員長 

 それでは事務局報告の１番目、「平成 25 年度における区立図書館の管理、運営状況につ

いて」の報告をお願いいたします。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 それでは平成 25 年度における区立図書館の管理運営状況につきまして、お手元にご配付

させていただきました資料に基づき、ご報告をさせていただきます。 
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 本件につきましては、昨年５月に、昨年度から指定管理者制度に移行したことを踏まえ

まして、滑り出しの内容についてご報告したところでございます。今回、平成 25 年度１年

間を終えまして、その概要についてご説明をさせていただくものでございます。 

 まず、１番の図書館職員の配置状況でございます。現在、中央館を含む８館、職員数 154

名、司書率は 66％ということでございます。 

 なお、こちらにも書いてございますけれども、館長の司書率は 87％。また、副館長の司

書率につきましては 100％でございます。 

 ２の利用状況・各種事業の実施状況でございます。平成 25 年度、24 年度ということで

ご紹介をさせていただいてございます。中央図書館、地域館を含めまして、開館日数につ

きましては以下のとおり増加をしているところでございます。パーセントということで申

しますと、全体では 11.7％ほど開館日数が延びているということでございます。 

 次に、利用登録者数でございます。こちらにつきましては、ごらんのとおりの内容とい

うことで、パーセント、率にいたしまして２％のマイナスというような状況でございます。

私どもとしましては、この点については、その要因ということでは分析をしていきたいと

は考えているところでございます。 

 次に資料の個人貸出冊数でございますが、こちらもごらんのとおりの微減ということで

ございます。こちらにつきましてもあわせて検討する必要があるものと考えてございます。 

 次に、中央図書館入館者数ということでございます。先ほど、開館日数も延びたという

こともございまして、中央図書館入館者数については 13％ほど伸びているということでご

ざいます。当初なかなか、逆に開館日がふえたことがあまり周知がされていない部分があっ

たのかなというところではございますが、現在のところ、皆様平均的な出足、ご来館をい

ただいているところでございます。 

 なお、地域館については、機械的にカウントしているものでございますが、そういった

装置がついておりませんので、正確な数字ということではございませんけれども、現場の

見るところでは中央館と同じようにふえているということで認識しているところでござい

ます。 

 最後に、レファンレンス受付件数でございます。こちらも 11％ほど伸びているところで

ございます。指定管理者の強みということではレファレンス機能の強化ということが一つ

ございましたので、こういった部分につきましては、目標を達成できたのかなと思ってい

るところでございます。 
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 ３番、自主企画事業の実施状況でございます。これまで区直営のときにやっていた事業

に加えまして、指定管理者が自主的に企画した事業も平成 25 年度は実施をいただいてござ

います。 

 主なものとして、今回ご紹介をさせていただいてございますけれども、タブレット型Ｐ

Ｃの講習会でございますとか、ビブリオバトル。ビブリオバトルというのは、私的書評合

戦といわれておりまして、バトラーという方にご自身が薦めたい本をご説明をいただいて、

それぞれ７人ぐらい説明をいただいて、どれがよかったかということで、最終的に質疑を

経た上で投票して優勝者を決めるような、そんなゲームでございます。また、映画会でご

ざいますとか、その他、図書館の利用啓発につながる行事等を実施したところでございま

す。 

 ４番、図書館利用者懇談会の実施状況ということでございます。これも平成 27 年度指定

管理者制度の導入に伴いまして、指定管理者主催によりまして全館で実施をいたしました。 

 参加者数は(1)のとおり、延べ 20 名ということで、残念ながらこういった結果ではござ

いますけれども、(2)にございますようなご利用者の皆様の生の声をお伺いすることができ

た。また、それについては直接、ご説明することもできたということで、有意義であった

と認識してございます。 

 裏面にまいりまして、５番、図書館利用者の満足度調査結果でございます。これは例年

実施しているところでございまして、平成 25 年度におきましても同じように実施をさせて

いただきました。ごらんをいただきまして、「満足」「おおむね満足」というところでは平

成 24 年度、25 年度、マイナス 2.3 ポイントということで、微減ということではございま

した。 

 また、「やや不満」と「不満」ということなのですが、これもごらんのとおりでございま

すが、0.3％の増といったことでございます。微減とはいえ、こういったことでございまし

て、要因については今後、細かく分析してまいりたいと考えているところでございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

小林委員長 

 ただいまの報告につきまして、質問等、ご発言がありましたらお願いをいたします。 

渡邉委員 

 ちょっと管理運営なので話が違うのかもしれないのですけれども、蔵書の数がふえてい

るのかとか、中央図書館にしても今年度はふえたのはどれぐらいふえたのか。また、本も



 －9－ 

傷んで、なくなったりとか処分したりとかという、そういった数的なものはいかがなもの

でしょうか。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 今、手元に細かな数字は持ち合わせていないのですけれども、図書資料購入費というこ

とで、一つポイントを置いているのですけれども、これにつきましては 9.7％増というこ

とでございます。具体的には平成 24 年度 5,500 万円余りだったのが、平成 25 年度、6,100

万円余りということで、ふやしております。 

渡邉委員 

 ふやしているということで、蔵書は徐々にふやしているということなのですね。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 委員ご指摘のとおりでございます。 

小林委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

高木委員 

 ３番の自主企画事業のビブリオバトルなのですが、私も、うちの学生でやらせようかな

と思ったのですが、なかなかこれ、短大生だと難しいので、今の段階ではまだ導入ができ

ていないのですが、具体的に、例えばこれは中央図書館だけでやったのか、それとも地域

館も含めてやったのかとか。あと、対象者。一般の来館者は老若男女問わずに企画したの

か、それとも大学生、高校生ぐらいをターゲットにしたのかとか。あと、実際に開催した

場合に、何人ぐらい参加したのか、ちょっとわかる範囲で教えていただきたいのです。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 中央館におきまして、９月に実施した内容でございます。先ほど申しましたビブリオバ

トル普及委員、団体がございまして、そちらの方が講師ということで、バトラーという本

を紹介する方が７名でございました。これも公募で募集をしたものでございます。 

 観覧者が当日、24 名でございました。これも特に特定せずに、ご興味のある方にご参加

をいただいたということでございます。 

高木委員 

 ということは、ビブリオバトルを開催したのだけれども、実際の運営は協会の方が書評

も含めてやって、一般の区民の方は参加というよりも、それを見たというような理解でよ

ろしいのでしょうか。 
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副参事（子ども教育経営担当） 

 一般の方、観覧者が投票するようなことですので、そういう意味ではビブリオバトルに

は参加をしていただいている、また、公募で応えてバトラーということで本を紹介する方

も一般的な区民の方でございますので、区民の方が参加して行ったのかなと。指定管理者

のほうでこの団体と共同で実施をさせていただいているということでございます。 

小林委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

高木委員 

 図書館の将来的なあり方というのはすごく難しいと思っております。今、どんどん電子

書籍が普及してきて、著作権が切れたものについては無料で読めたりするので、いわゆる

名作的なものは自宅で手軽に読めてしまう。いい面と悪い面がございます。 

 個人的には、小さい子どもたち、あるいは小学生、中学生ぐらいは物理的な本で、ちょっ

としっかりと読書の習慣をつけさせたいと思っておるのですが、こういった公共の区立の

図書館、私も中学生のころは、図書館に行って勉強を、試験前友だちと行って、勉強しに

行ったのだか何だかという思い出もあるのですが、なかなかそういうところで、図書館の

存在がすごく重要だと思うのですけれども、これからどういうふうにしていくのかなとい

うのはすごく、区でも教育委員会でも議論していかないといけないと思っておるのですが、

ちょっとそれは置いておいて。 

 先般、『アンネの日記』等の本の問題で、本区も被害に遭ったところだと思います。中央

館プラス７館で 154 人というのは、決して少なくない数の職員の方がいていただくと思う

のですが、基本的にやはり図書館、特に公立図書館というのは性善説なので、職員の方が

うろうろして、閲覧する人を見て回ったりとか、そこらじゅうに防犯カメラというのはな

じまないかなと思うのですが、一方で、安易に本が傷つけられたり、あるいは持っていか

れたりということになりますと、それはそれでよくないと思うので、そういう、今回、指

定管理者制度になりまして、書籍の管理体制というのは何か今までと変わったところはあ

るのでしょうか。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 各図書館には防犯カメラが設置をされておりまして、全体を俯瞰するようにはしており

ます。それと巡回ということでは、これまでもやっておりました。 

 先般、『アンネの日記』にかかわる事件が起きたということでは、巡回の強化ということ
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では図ったところでございます。そういった、特別に人をふやしたということではないの

ですけれども、注意深く見守る、あるいはアンネの日記関連の図書の被害のときには、別

置きをしまして、見えるところで管理をさせていただいたりもいたしました。さまざまな

工夫の中で、そういった被害が起こらないように注意をしているところでございます。 

小林委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

大島委員 

 管理状況についてご報告いただきまして、多分、指定管理者の方はいろいろな意味で大

変工夫もされて、よくやっていただいているというふうに思いました。 

 自主企画事業もいろいろやっていただいているようですし、利用者懇談会なども初めて

実施したということで、その工夫のほどがうかがえるということなのですが、高木委員の

ほうからもお話があったように、本というものがなかなかこれからどうなっていくのかと

いう根本的に難しい問題があると思うのですが、例えば中央図書館でも年間 100 万以上の

方が入館されているということでもあるし、やはり図書館のまだまだ存在意義というのが

大きいと思っております。 

 利用者懇談会も今回参加者は少なかったようですけれども、これももう少し周知徹底し

て、多くの方の意見を吸い上げるようなことでやっていただければなというふうに思いま

した。 

 以上です。 

小林委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 区立図書館については、指定管理者制度導入ということで、昨年もご報告いただきまし

たけれども、全体的には順調に進んでいるのかなというふうな報告だったと思います。こ

れからますます充実するように、事務局としても働きかけをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それでは続きまして、事務局報告事項の第２番目、「平成 26 年度学校教育向上事業研究

指定校等について」の報告をお願いします。 

指導室長 

 お手元の資料、Ａ４、１枚ものなのですが、「平成 26 年度学校教育向上事業研究指定校

等について」ご説明いたします。 
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 まず、この表なのですが、１番と２番というふうに分かれていまして、１番が中野区と

して指定をしている研究指定校のテーマ、それから研究主題の一覧でございます。２番目

のほうは、これは東京都のほうが指定をしている研究の指定校ということでご理解いただ

ければと思います。区の指定が 16 校、都の指定が４校という形に平成 26 年度はなります。 

 まずこの１番目の区の指定なのですが、この事業の狙いなのですが、中野区が抱えてい

る教育課題が幾つかあるのですけれども、それをテーマを学校のほうにお示しして、その

中から各学校がそれについて研究をするという形です。基本的に２年間の研究をした後、

その成果について区内の学校、それから幼稚園のほうに発信をする。多い形では研究発表

会という形で情報発信をして、そのエッセンスを各学校が自校の教育活動の改善に役立て

るというものが大きな狙いというふうになっています。 

 テーマのところに、１番目の塔山小学校であれば、心の教育という形で今並んでいるも

のが、区がお示しをしている教育課題とお考えいただいて結構かと思います。 

 それで、１番から 16 番まであるのですが、１年目のところはまだスタートしたばかりで

すので、きょうは２年目のところを中心にご報告をしたいなと思います。 

 まず、塔山小学校、心の教育。それから６番目に南中野中学校が同じく心の教育という

ことで取り組んでいます。両方の校長先生のお話を伺いますと、やはり道徳が大切だ、心

の教育が大切だといわれて久しいのですけれども、授業が本当に子どもの心を揺さぶるよ

うな、そういう授業をしているかどうかについては、やはり厳しく見なければいけないと

いうことで、研究という形をとるのですけれども、その研究授業を通して、教員の指導力

の育成を大きなポイントに置いているというお話を、説明から伺っています。 

 やはり道徳地区公開講座などでは、保護者の方たちや地域の方たちに見ていただいてい

るのですけれども、やはり授業を通して子どもが考える。そして、保護者や地域の方たち

が「こういうことを学校は目指しているのだな」ということを考えてもらえるような、そ

んなものを目指したいということで、２校が取り組んでいるところです。 

 ２番目の鷺宮小学校ですが、テーマが言語活動になります。言語活動は、指導要領の中

での一つのキーワードになっているということで、下の２の３、言語能力向上拠点校とし

ても鷺宮小学校は都の指定もあわせて受けています。 

 どんなことをしているかというところなのですけれども、東京都のほうから出されてい

る内容としては、先ほどもありましたが、書評合戦みたいなこともやる予定ですよという

のが出ています。同じ本を読んで意見を述べ合うような学習活動。それから、言語活動の



 －13－ 

根本になるかと思いますけれども、体験や調べたことをまとめて発表し合うような学習活

動。それから、意見の異なる同士の討論、討議、ディベートのようなものを行うとか、そ

んなようなものを都としては示しています。 

 それを受けて、鷺宮小学校のほうでは、今お話をした言語活動を取り入れた効果的な授

業ということで、子どもたちの意見などをきちんと述べ合うというような、そういう授業

の展開についての研究。それから、音読指導を中心とした学校行事に取り組むということ

で、音読集会などの工夫というものも出ています。 

 そのほかに、美しい日本語を身につけるということで、詩の暗唱ですとか百人一首、そ

れから詩を書くというようなこと。それから美しい日本語の啓発ということで、本だとか、

それから詩の一節を、最初は教員側が紙に書いて掲示をしていく。それをだんだんと子ど

ものほうに移していくというような、そんな教育活動を展開していくというふうに説明を

受けてございます。 

 続いて上高田小学校ですが、特別支援教育ということで、通級による指導のあり方、平

成２８年度から特別支援教室が始まるということを念頭に置いた上高田学級の通級指導の

あり方をどういうふうにしていくかということで、近隣の小学校に教員のほうが出向いて

いって、特別支援教室をどういうふうにやっていくか。そのときの課題はどういうことが

あるのかということを研究をしているところでございます。 

 ４番目、武蔵台小学校、ＩＣＴ機器の活用ということで、本区には各学校にさまざまな

ＩＴ機器を配備をしています。例えば、50 インチの大型テレビは各教室にありますし、そ

れからノートパソコン、それからオーバーヘッドカメラといって、実物を直接映せるよう

なもの。それから小学校において iＰａｄも配備をしていますので、こういうものを効果

的に使った授業改善についての研究でございます。 

 ５番目、平和の森小学校、言語活動。鷺宮と同じなのですが、平和の森の場合は、社会

科生活科ということで、そういう資料を読み取って、自分はどういうふうに考えるかとか、

資料を効果的に説明をする力ですとか、そういうようなことを中心とした研究でございま

す。 

 南中野中につきましては、先ほど申し上げました。 

11 番以降は、小中連携教育ということで、本区としては一番力を入れていく、全区体制で

力を入れているのですが、江古田小、江原小、第七中学校につきましては２年目の研究と

いう形になります。 
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 ３校が、最終的には中１ギャップを払拭するために小学校から中学校への円滑な接続と

いうことで研究をしているのですが、それぞれの学校としてテーマを設定しています。江

原小の場合は学力向上を中心とした小中連携。それから、七中の場合には、昨年度防災教

育をやっていましたので、防災教育と基礎学力について。江古田小学校は人間関係力の向

上というようなそんなテーマで、それぞれクロスをしながら研究を進めているところです。 

 今年度の取組で、今までに計画をされているものを少しご紹介しますと、江古田小学校

が中心となるのですが、七中校区の地域マップを作成するというような取組が一つ。それ

から、乗り入れ授業ということで、小学校から中学校への乗り入れ授業期間ということで、

中学校の先生が来るわけではなく、今度は小学校の先生が中学校のほうに行ってというよ

うなことを夏までにやっていくというようなことがあります。 

 それから、あいさつ運動ということで、七中校区全体であいさつ運動をそれぞれ展開し

ていって、地域を巻き込んでいくというような計画をしているという報告を受けてござい

ます。 

 次に２のところで、理数フロンティア校というのがございます。これは昨年度から継続

ということで、大和小学校と北中野中学校が指定を受けているものでございますが、昨年

度、北中野中学校でサイエンス・フェスタというものを実施をしました。夏休みの期間を

活用したのですけれども、隣接する都立の武蔵丘高等学校の先生にも協力してもらいまし

て、児童向けのブースをつくりました。化石のレプリカですとか、ブーメランだとかスラ

イムづくりだとか、その他、科学的なおもちゃづくり、またはものづくりということで、

延べ 200 名の児童生徒が参加したということでございます。 

 こんな取組を啓発活動として行ったりですとか、そのほかには教員研修を主に、実際の

授業の指導方法を通した研修を行っているという取組もしてございます。 

 それから、二つ目のオリンピック教育推進校。これはそこに２と書いてあるのですけれ

ども、年次は１でありますので、申しわけありません、訂正をしていただければと思いま

す。 

 これはきょうの新聞でも取り上げられていたかと思うのですが、昨日、東京都で指定を

受けている学校が小学校で 206 校、中学校 60 校、高等学校 24 校、特別支援学校６校、そ

れから四つの幼稚園が指定をされているのですけれども、これについての全体の説明会が

ありましたというのが、きょうの読売ですとか東京新聞には載っているのですけれども、

オリンピック教育推進校が何をするかということなのですけれども、2020 年のオリンピッ
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クを控えているということで、啓発活動を主にしていく。それから、体力づくりに取り組

むということが大きな目標です。 

 示されているのが、オリンピックやパラリンピックの歴史や意義、理念などに関する学

習ですとか、オリンピックやパラリンピックに参加した国や地域の文化や歴史などを学ぶ

ですとか、それから身近に住んでいる外国人との交流による国際理解を深めるとかという

ようなことが示されています。 

 この新聞記事の一部をちょっとご紹介しますと、参加した中学校の男性副校長は、オリ

ンピック教育は体育だけではなくて文化の視点もあるのだということに気がついたですと

か、道徳の時間にオリンピック憲章にのっとった授業をすることも可能であるとかいうこ

とを感じたというようなことが載っていますので、これから始まるものなのですが、そう

いったものを中心にやっていくというようなところが一番。 

 それから、この中で１校だけなのですが、体育講師週当たり 20 時間、予算がついていま

して、体育の指導方法についてもあわせて研究を深めていくという形になってございます。 

 ３番目は先ほど鷺宮小学校で紹介しました。 

 ４番目につきましては、人権尊重教育推進校。これは毎年、東京都のほうが募集してい

るのですが、本区の場合はちょっと２年間ほど期間があいていまして、新たに本郷小学校

が取り組んでくれましたので、ご紹介をさせていただきます。 

 説明は以上です。 

小林委員長 

 ありがとうございます。では、ただいまの報告につきまして、質問等、ご発言がありま

したら、お願いをいたします。 

渡邉委員 

 中野区でも独自に研究指定校を指定して研究活動を進めているということは、本当にい

いことだなと思っております。我々も昨年度も、小中連携教育ということについて、いろ

いろと教えていただいたのですけれども、今、昨今言われている成果というか、例えば中

学校に、始めて２年目になると、１年目にやった子たちが中学生になったりとか、小学校

が中学校になっていて、やはりちょっと取組にスムーズさがなかったとか、少しそういっ

たような情報というのはあるのでしょうか。 

 それともう１点、オリンピック教育推進校、ちょっと説明を聞いたのですけれども、具

体的にこういうことを何かしようというのは東京都のほうが示してきて、６校指定されて
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いますけれども、各校に指定内容というかテーマは別々に与えられているものなのでしょ

うか。ちょっとそこを教えていただけますか。 

指導室長 

 まず、小中連携教育の成果というところで、昨年度からスタートしたので、大きな成果

というのはなかなか難しいのかなと思いますが、ただ、同じ区域にある小学校、中学校の

先生同士のコミュニケーションだとか、風通しは非常によくなったというお話を聞いてい

ます。 

 それから、オープンキャンパスを始めとして、子どもが来たり、または先生が行ったり

することで、中学校側からすると、今の６年生というところにスポットが当たるわけなの

ですね。そうすると、その中から来る子どもたちが、やはり顔とかそういうものがある程

度一致をしている。または学校の雰囲気だとかクラスの雰囲気がわかっているということ

は、指導に当たる上ではプラスになったというような話を聞いています。 

 具体的に教科の指導については前回、報告書でご報告しましたが、学びの連続性を踏ま

えた授業のあり方については、一定のものをまとめて全体周知をしましたので、そういう

ものを踏まえたことが今年度、授業に生かしていけるのではないかと思っています。 

 それから、オリンピック教育推進校のほうは、先ほどお話ししたように、昨日、東京都

が全部の参加校を集めて、考え方ですとか、例えばということで、それぞれの大学の先生

などがレクチャーをされたというふうに聞いていますけれども、それを受けて、各学校は

これから具体的なものをつくっていく。漠然としたものはある程度、応募をする段階では

出しますけれども、やはりそれを修正をしていって、年間計画を立てていくのだと考えて

ございます。 

渡邉委員 

 ありがとうございました。 

小林委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

大島委員 

 研究をいろいろ、いつもしていただいているということについては、本当に頭が下がる

思いで、我々委員も研究発表会などにも行くわけですけれども、私が思うのは、全部では

ないと思うのですが、研究の成果を小冊子のようなものにまとめる場合があるように、も

し勘違いだったら申しわけないのですが、小冊子のような印刷物にまとめている場合があ
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るかなと思うのです。それが悪いとかということではないのですが、やはりこういう普段

の授業とか、学校のいろいろな校務のほかに、教員の先生方にとってはある種の負担にな

るわけなので、こういうことをやるのは授業力の向上とか子どもたちの能力を伸ばすとか、

子どもたちのために、児童生徒のためにやることなので、成果というのは児童生徒に還元

しないといけないわけで、何かそういう、印刷物とか成果物みたいなもの、形に残るもの

をつくることに精力が注がれて、より先生の負担になるというようなことでは大変先生方

に申しわけないし、本来の趣旨とは違うと思うので、そういう意味で、あまり成果物を形

に残すというようなことに重きを置かないで、あくまで子どもたちに還元されればいいと

いうようなことでしていただければなと思うのです。 

指導室長 

 今、大島委員がおっしゃったとおりで、かつては冊子の厚さを競うような、そんなこと

もあったななどという記憶があるのですが、今はまったくそういう発想はなくて、冊子を

つくることもしなくて、リーフレットのようなものを、見開き、ページ数で８ページぐら

いのもので、それを配付するというようなものが、そういう方法をとっていることもあり

ます。 

 ただ、それぞれ２年間蓄積をしていくわけで、そのときにつくった指導案ですとかとい

うのはもう既にあるわけですね。参加する側からすると、そのときに使ったワークシート

みたいなものは結構自分の学校に持ち帰って、それを少し工夫することでより効果的な授

業というのが展開もできますし、ですので、基本的には足跡をきちっとまとめていくとい

うようなものでいいのかなと。大体、現在の傾向としてはそういう傾向にあるのかなと考

えます。 

小林委員長 

 今の点は私も大島委員と同じ考えを持っていまして、一番大事なことは今、大島委員が

言われたとおり、児童生徒への還元ということ。充実した指導を展開していくということ

が大事だと思います。 

 もう一つはやはり、普及啓発という点で、他校にどれだけそういったものを広めていく

か。さらに、そういった新たな指導というか、充実した指導の定着が図れるかということ。

そういう三つの視点から、何かまさに今、指導室長が言われたような足跡となるようなと

いうか、負担にならない、本末転倒にならない、そういった部分での記録だとかリーフレッ

トだとかいう、そういう方向でぜひこれからも柔軟な対応で中身の充実を図っていただけ
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ればなと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

高木委員 

 ９番目の大和小学校、安全教育がテーマで、まだ研究主題は未定ということなのですが、

安全教育というと、普通に浮かんでくるとセーフティ教室とかが浮かんでくるのですが、

研究指定校ということなので、いろいろな形でアップ・ツー・デートなテーマで深掘りし

ていくのかなと思っております。 

 やはり今の、高度に情報化した社会、いろいろな危険が子どもたちにはあって、例えば

安全というのは非常に広いですから、通学路の安全もあれば、あるいは携帯とかスマホと

かパソコンの問題。あと、広くいうと、例えばアレルギーの問題とか、いっぱいいっぱい

子どもたちが事故に遭ったとか、巻き込まれたとかというのは、新聞を開くとない日がな

いと思うのですね。 

 教育委員会として、あるいは私として、これをやれということではないのですが、ぜひ

ほかの学校が参考になるような、アップ・ツー・デートな安全教育のテーマを掲げていた

だいて、研究を深めていただきたいなと思います。 

指導室長 

 まだ詳細については未定ということなのですけれども、区の、こちらの思いとしては、

昨年度、安全教育について第七中学校は防災教育をテーマにしていただきました。中学校

の子どもたちに対するものを一つ研究していきます。 

 小学校ではまたちょっと発達段階も違いますし、中学校でいうと子どもたちが戦力になっ

て、避難所についてかかわるというようなことも中にはあったのですが、小学校の場合は

年齢層も違いますので、どういった形で進めていくのがいいのかというのを少し投げかけ

をしておりますが、これから学校のほうが詳細に検討されるかと思います。 

高木委員 

 防災を少し想定されているということなのですが、ここは多分、野方消防署の管轄内だ

と思うのです。私、実は野方消防署の子どもの、消防少年団の育成会の後援会長をやって

いて、消防署の方ともお話をする機会がよくあるのですね。小学生ぐらいでも、例えば自

衛消防訓練に参加して、七中の防災隊に近いような初期消火の訓練はやろうと思えばでき

るのです。 

 大和小学校が丸ごと入ってくれということではありませんが、多分、消防署は喜んで協
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力してくれると思いますので、また先般、５月５日の日も、大きな地震が５時ぐらいにあ

りましたね。近々、いつ来てもおかしくないという状況なので、そういうことも含めて、

ぜひ推進していただきたいなと思います。 

小林委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ちょっと私から一つ。これは研究指定校ということなのですが、各学校、各教員は研究

と修養に努めるというのが基本原則ですので、全ての学校で研究主題というのを持ってい

ると思うのですが、その一覧についてはどういうような形で把握されているか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

指導室長 

 改めてまた一覧についてはご報告を申し上げたいと思いますが、一応手元には、全ての

学校の研究主題については把握をしてございますので、またご報告させていただければと

思います。 

小林委員長 

 では、機会があったらご報告していただいて。それから、どういう傾向があるのかとか、

そういうのも、またその報告の中でちょっと教えていただければと思います。 

 ほかに。 

渡邉委員 

 研究発表会の件なのですけれども、大島委員が言われたとき、研究発表会を、研究を見

に行ったのですけれども、やはり冊子をつくって文章で読むというよりは、見に行くとい

うことが一番ためになって。私も見に行かせていただいたのですけれども、やはりかなり

工夫した授業が展開されていて、全ての授業でそうはいかないでしょうけれども、準備も

大変。ただ、ああいったところに行くと、文章で読むとどうしても、我々も研究発表会の

文章も、本をもらうのですけれども、ペラペラペラペラと見ていくのが精いっぱいで、な

かなか中身を読むというのは、自分が担当している部分は見るのでしょうけれども。 

 それより見に行くということはすごく重要で、そういうふうに自分自身は感じますので、

そういった発表会の開催はされているようですけれども、その数とか教員の参加とか、もっ

と多く、また参加しやすい環境をつくってあげると、すごくよろしいのかなと思います。 

 一応、感想なのですけれども、取り組んでいると思うのですけれども、ぜひ多くの教員

がそういった研究発表会に参加できるように体制を整えていただければなと思っています。 
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指導室長 

 今、渡邉委員からお話しいただだきました、参加できる環境づくりというのが、どの学

校も本当に授業時数いっぱいいっぱいでやっているところで、せっかく開催しても、人の

参加率がということは課題として私ども認識しています。 

 そのあたり、校長先生方と相談をしながら、今、委員がおっしゃった、まさに見ること

が非常に、それを持ち帰ったことで自分の授業の改善を図るのであれば、子どもたちに返

るという形になるかと思いますので、そういう時間をとれるように、相談をしていきたい

なと思います。 

小林委員長 

 先ほど指導室長から、オリンピック教育推進校について報告がありましたけれども、私

もこれまで、これについてはどちらかというとスポーツ、体育、そちらに偏った取組なの

かなというふうに考えていたのですが、先ほどの説明からも、心の教育だとかさまざまな

面に関連することができると。 

 昨日の都教委の説明会の中でも、講師の中には元航空会社のＣＡをやっていらした方が

講師でお話をされるとか、これはただ単におもてなしだとか何とかではなくて、相手の気

持ちを読み取るとか、まさに言語活動とのかかわりがあると思うのですね。 

 ですから、いろいろな面でこれは、せっかくの、これだけのことをやるわけですから、

前向きに教育と結びつけて展開していくことが大事なのかなと改めて思いました。 

 ぜひ各学校にはその成果を深めるだけではなくて、いろいろな学校に広めていくという

意識も持っていただければありがたいなと思います。 

 それでは、ほかによろしいでしょうか。 

 報告事項はほかにありますか。 

副参事（子ども教育経営担当） 

 ございません。 

小林委員長 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第 14 回定例会を閉じます。 

午前１０時５８分閉会 
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